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「内部統制システム構築の基本方針」に関するお知らせ 

 

当社は、平成27年５月12日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を下記の通

り決議しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
Ⅰ．経営理念について  

当社企業グループは、社会と共存し、社業を通じて、株主、仕入先、得意先、社員、その他

関係者の方々の「幸」の実現と、社会の発展に貢献することを経営理念とする。 
 

Ⅱ. 内部統制システム構築の基本方針 

（１） 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制 

 

当社は、取締役及び使用人が法令、社会的規範を遵守し、さらに定款その他社内規程を遵

守した行動の指針とする「中山福グループの役職員行動規範」を定めて周知徹底を図ってお

り、違反行為を発見した場合の通報制度としての、内部通報体制を構築しております。 
また、当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応するとともに、不当要求行

為等に対しては断固として拒否いたします。 
監査役が取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証する監査役監査の実施に

加え、業務執行部門から独立した内部監査担当部門が、当社及び子会社のコンプライアンス

体制の整備・運用状況について内部監査を実施、確認を行います。 
 

（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
 

当社は、取締役会議事録や稟議書等の取締役の職務の執行に係る文書及びその他の情報の

記録については、法令及び「文書取扱規程」その他関連諸規程に基づき、適正に保存・管理

するとともに、必要に応じ保存及び管理状況の検証、規程等の見直しを行うことにしており

ます。 
 



 
 
（３）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

当社は、経営環境の変化を踏まえ、「経営危機管理規程」に基づき、リスク評価委員会を

中心として、事業活動に係る様々なリスク情報を収集・分析することで予兆を早期に発見し、

未然に防止するための体制を構築しております。 

また、リスクの管理状況について、定期的に取締役会及び監査役会に報告することで、業

務執行に伴うリスクについて十分に分析・評価を行い、迅速に対応できる体制の構築を図っ

ております。リスクが発生したときには迅速かつ的確な施策が実施できるように規程及びマ

ニュアル等を整備して、リスク管理体制の向上を図っております。 

 

（４）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

当社は、職務権限及び業務分掌等の規程に基づき、取締役及び執行役員の決裁権限の内容

等を定めることで、権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保す

る体制の構築を図っております。当社は、取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じ

て臨時取締役会を開催しております。なお、「取締役会規程」により定めている事項及びそ

の付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定

を行っております。また、経営会議を開催し、取締役と執行役員の経営情報の共有化を図り

迅速な業務執行を実施しております。 

 

（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

イ． 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制 

 

当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業活動の適正と効率性を確保するために当社取

締役等を派遣し、監視、監督及び指導しております。 

また、子会社の事業状況については、当社取締役会において報告を受けることとしており 

ます。 

 

ロ． 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

当社は、「関係会社管理規程」を定め、定期的な見直しを行うとともに、関係会社相互の

緊密な連携と協力によって、グループ全体のリスクの低減を図っております。 

また、当社の「経営危機管理規程」によりグループ各社から適宜、報告を受けております。 

 

ハ． 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

当社から派遣した取締役等に業務執行を委嘱し、子会社経営が効率的に行われることを確

保しております。 

 



 

 

二．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制 

 

「中山福グループの役職員行動規範」の周知徹底を図るとともに、法令、定款その他社内

規程及び社会規範等に違反する行為を発見した場合の通報制度として内部通報体制を整備

し、コンプライアンス体制の構築、維持、向上を図っております。 

監査役による、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証する監査役監査の

実施に加え、業務執行部門から独立した内部監査担当部門が、子会社のコンプライアンス体

制の整備・運用状況について内部監査を実施、確認を行います。 

 

（６）当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 

監査役がその職務の執行を補助すべき使用人を置くことを求めたときはこれに応じること

としており、内部監査室に監査役の職務の執行の補助を委嘱することにしております。なお、

不足する場合には別途直属の使用人を配置し、監査業務を補助することとしております。 

また、監査役補助者として配置した場合の人事考課、異動等については、監査役の意見を

聞き、これを尊重することにしております。直属の使用人を配置した場合の使用人に対する

人事考課については、監査役が行うことにしております。 

 

（７）当社の監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

 

内部監査室より監査役補助者として配置した場合は、内部監査室との兼職はせず専任する

ことにし、直属の使用人を配置した場合の使用人についても専任することにしております。 

 

（８）当社の監査役への報告に関する体制 

 

取締役及び使用人は次の事項を監査役に報告することにしております。 

① 会社に著しい損害を及ぼす事実を発見したとき又はそのおそれがある場合 

② 法令、定款に違反する行為を発見したとき又はそのおそれがある場合 

③ 内部監査の結果及び内部通報内容 

 

イ． 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制 

 

監査役は、取締役会、経営会議その他重要会議に出席し、取締役及び執行役員から担当業

務の執行状況について、報告を受けております。使用人においては、内部通報体制により、

内部監査室を通じて、報告する仕組みをとっております。 

 

 

 



 

ロ． 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受け

た者が当社の監査役に報告をするための体制 

 

当社は、「関連会社管理規程」を定め、当社企画本部を事務局とし、監査役へ報告する体

制をとっております。 

 

（９）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制 

 

当社は、「内部通報規程」を整備し、当該通報者が不利益な取扱いを受けないことを確保

する体制を構築しております。 

 

（10）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 

監査役は、必要に応じて、会計監査人・弁護士等に相談することができ、その費用は会社

が負担するものとしております。なお、当社の「監査役会規程」「監査役監査基準」により、

適切に管理し必要に応じて運用上の見直しを行っております。 

 

（11）その他当社の監査役の監査が、実効的に行われることを確保するための体制 

 

監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換をしており、また、内部監査担

当部門と緊密な連携を保つとともに、監査役がその職務を執行するために必要と判断したと

きは、いつでも取締役又は使用人、内部監査担当部門に対して調査、報告等を要請すること

ができるものとしております。 

 

（12）財務報告の信頼性を確保するための体制 

 

当社は財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体

制の構築、維持、向上を図っております。またその体制が適正に機能することを継続的に検

証するために、内部監査室が内部監査を実施し、会計監査人と連携を図り、財務報告の信頼

性を確保しております。 

 

 

以上 

 


